
たばこ税は、たばこの小売価格の中に含まれており、実際に税金を負担す
るのは、たばこを買う方です。同じ銘柄のたばこならどこで買っても同じ価
格ですが、中に含まれている税金のうち、市たばこ税は小売店等のある市の
収入となります。
この税金は市の一般財源として、駅前整備や防災・子育て・福祉の充実な

ど、みなさまの安全・安心な生活を確保するために大切に使われています。
納めた税を身近な暮らしに役立てられるように、たばこを購入される際は

市内の小売店等をご利用下さい。

〇小金井市の市たばこ税収等の推移
年 度 小金井市の市たばこ税収（決算額）

令和４年度（2022年度） 5億4,233万4,052円

令和３年度（2021年度） 5億2,575万2,880円

令和２年度（2020年度） 5億57万5,782円

〇たばこ一箱に含まれる税の内訳 ～令和５年４月現在～

例：小売価格５8０円（２０本入り）の場合

※たばこの健康被害や禁煙については、「たばこと健康について」のページを参照ください。

市たばこ税について

●国のたばこ税 152.44円

たばこ税 136.04円
たばこ特別税 16.40円

●地方のたばこ税 152.44円
都道府県分 21.40円

市町村分 131.04円

●消費税・地方消費税 52.73円

出典 : 財務省たばこ税等に関する資料


